
行政手続における押印見直しに伴う関係条例の整理に関する条例の概要 

 

１ 改正の理由 

国及び県において、行政手続における押印見直しに向けた取組が進め

られている中、本市においても行政手続の簡素化を図るため、関係条例

を改正するものである。 

 

２ 改正の概要 

⑴ 第１条関係（白岡市立学校県費負担教職員の服務の宣誓に関する条

例の一部改正） 

  白岡市立学校県費負担教職員の服務の宣誓に関する宣誓書への押印

及び署名を廃止するものである。 

⑵ 第２条関係（白岡市職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正）  

  白岡市職員の服務の宣誓に関する宣誓書への押印及び署名を廃止す

るものである。 

⑶ 第３条関係（白岡市固定資産評価審査委員会条例の一部改正）  

  白岡市固定資産評価審査委員会に対する審査の申出の手続等におけ

る押印及び署名を廃止するものである。 

⑷ 第４条関係（蓮田都市計画事業白岡駅東部中央土地区画整理事業の

施行に関する条例の一部改正） 

  蓮田都市計画事業白岡駅東部中央土地区画整理事業の審議会会議の

議事録への押印を廃止するものである。 

 

３ 施行期日 

  令和４年１月１日から施行する。 


